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（協力：北葛北部医師会／令和 2年 11 月 26 日現在）

☑ 身長が縮んだ
☑ 腰や背中が丸くなった
☑ 腰や背中が痛い

■気になる 3つのサイン

医療機関名（50 音順） 住所 電話番号 １.検査 ２.治療① ②
秋谷病院 中 4-14-41 (42)2125 　 ● ●

いいじまクリニック 幸手 2061-2 (40)5100 　 ● ●

飯村医院 中 3-1-11 (42)0206 　 ● ●

石塚医院 北 3-10-20 (43)7777 　 ● ●

いわさきハートクリニック 南 3-11-20 (44)3810 　 ● ●

牛村病院 中 5-4-51 (42)0025 ●

久我クリニック 中 5-9-17 (40)3105 　 ● ●

斎藤医院 中 1-13-31 (42)9858 　 ● ●

さくら整形外科 上高野 250-6 (42)0878 　 ● ●

高梨クリニック 下川崎 33-1 (43)5522 　 ●

のうみクリニック 幸手 5264-1 (42)7233 　 　 ●

野口内科小児科医院 南 2-4-9 (42)0123 　 ● ●

東医院 中 3-8-10 (42)0409 　 ● ●

東埼玉総合病院 吉野 517-5 (40)1311 ● 　 ●

堀中病院 東 3-1-5 (42)2081 ● 　 ●

益山クリニック 北 3-1-3 (40)5511 　 ● ●

むさしのメディカルクリニック 幸手 2807 (40)6001 ● 　 ●

ワイズレディスクリニック 上高野 1978 (44)0555 　 　 ●

　■骨粗しょう症の診断・治療を受けることができる市内医療機関
　　① : 介護が必要となる原因になりやすい背骨（椎体骨）や太ももの付け根（大腿骨頸部）の状態を精密
　　　　（DEXA 法：微量のX線による）に検査することができる医療機関
　　② : ①以外の部位や方法（DEXA 法により腕の骨密度や超音波によるかかとの骨密度など）で検査する
　　　　ことができる医療機関
　　　　※受診の際には、必ず事前に各医療機関に問合せ、相談ください。　　　　　　　　　

　もしかして、わたしって
　　　　　　　　骨粗しょう症…？

■チェック！ 300 円でできる骨の健康診断！
 あなたの骨の骨密度、ウェルス幸手でチェックできます！

春日部税務署からのお知らせ

確定申告の無料相談はお電話で

期間　2月 1日（月）～ 15 日（月）
　　　午前 9時 30 分～正午、午後 1時～ 4時
　　　※土曜、日曜、祝日、2月 2日（火）は除く。

　新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、電話相談のみとなります。相談を希望される人は、税理
士会春日部支部事務局まで予約をお願いします。
　※相談内容により無料とならない場合もあります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問合せ　税理士会春日部支部事務局☎ 048(738)7470　

春日部税務署からのお知らせ

確定申告の無料相談はお電話で

【公的年金等を受給されている人へ】
▼確定申告不要制度のお知らせ
　公的年金等の収入金額の合計額が 400 万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が
20 万円以下の場合は、所得税の確定申告書を提出する必要はありません。
▼住民税の申告は必要な場合も
　確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要となる場合があります。住民税申告書の作
成方法などは、市役所税務課へお問い合わせください。

【所得税の確定申告の相談・申告の受付】
期間　2 月 16 日（火)から 3月 15 日 (月) までの午前 9時～午後 5時　（受付は午前 8時 30 分～午後 4時）
　※土曜、日曜、祝日は除きますが、2月 21 日（日）・28 日（日）は受け付けます。
　※還付申告は 2月 15 日 (月) 以前でも提出できます。
　※確定申告相談会場への入場には「入場整理券」が必要です。国税庁ホームページでご確認ください。

【電子申告】
　マイナンバーカードや IC カードリーダライタがあればパソコンやスマートフォンで、申告書を作成し
「e-Tax」を利用して提出できます。
　また、税務署で ID・パスワードの発行をした人は、マイナンバーカードや IC カードリーダライタをお
持ちでなくても「e-Tax」をご利用できます。
　※詳しくは国税庁ホームページへ。

電話相談当日に用意するもの
　①令和元年分以前（過去に申告した分）の所得税確定申告書
　②令和２年分「公的年金等の源泉徴収票」「給与所得の源泉徴収票」
　③配偶者の令和２年分の「公的年金等の源泉徴収票」、「給与所得の源泉徴収票」
　　※配偶者控除などの適用を受けようとする人。
　④社会保険料の証明書・生命保険料などの控除証明書・ふるさと納税などそのほか証明書
　⑤医療費控除の明細書もしくはセルフメディケーション税制の明細書、医療費の領収書、特定健診な
　　どを受けたことを証明する書類（セルフメディケーション税制適用の人）、医療費通知書（健康保険組
　　合などから郵送される書類・平成 29 年から可 )、保険金などで補てんされた金額がある場合には、
　　その金額が確認できるもの

対象　つぎのいずれかに該当する人
　　　　①年金を受給している人
　　　　②給与所得者で医療費控除を受ける人
　　　　③年の途中で退職または就職し、年末
　　　　　調整を受けていない人

問合せ
　所得税の確定申告について／春日部税務署個人課税部門☎ 048(733)2111
　住民税申告について／税務課☎ (43)1111 内線 134・ (43)1125 ▼

国税庁ホームページ

骨粗しょう症検診
日時　1月 29 日（金）・2月 16 日（火）
　　　午前 8時～ 10 時 30 分
※腕の X線撮影で簡単に結果が分かります。
　詳細は健康増進課へお問い合わせください。
※健診で、精密検査が必要となった人は必ず医療機関を受診し
　てください。

　骨粗しょう症の精密検査を受けた人のうち、50％以上が骨粗しょう症と診断 (平成 30
年度調べ）されました。あなたの骨はどうでしょうか？
　まずは、「骨粗しょう症検診」で骨密度量をチェックし、寝たきり予防に取組みましょう！

申込み・問合せ　健康増進課☎（42)8421・（42)2130

※ほかにも気になる症状があ
　ったら、必ず医療機関を受
　診しましょう。


